
福井市終身建物賃貸借事業認可等事務取扱要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号。

以下「法」という。）及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成１３年国

土交通省令第１１５号。以下「省令」という。）等の規定に基づく終身建物賃貸借事業の

認可に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（事業の認可の申請） 

第２条 法第５２条に規定された終身建物賃貸借の事業の認可を受けようとする者は、法

第５３条第１項の規定に基づき、事業認可申請書（省令別記様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の申請書には、別表１に掲げる書類を添付しなければならない。 

 

（事業の認可の通知等） 

第３条 市長は、前条の申請があった場合において、法第５４条に規定する認可の基準に

適合すると認めるときは、法第５５条の規定に基づき、事業認可通知書（様式第１号）

により、認可を申請した者に通知するものとする。 

２ 市長は、事業の認可をすることができないときは、事業認可ができない旨の通知書（様

式第２号）により、認可を申請した者に通知するものとする。 

 

（事業の変更の認可申請等） 

第４条 法第５６条第１項の規定により事業の変更の認可を受けようとする者は、事業変

更認可申請書（様式第３号）に、第２条第２項に掲げる書類のうち当該変更に係る部分

の書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、法第５６条第２項において準用する法第５４条の規定により事業の変更の認

可をしたときは、事業変更認可通知書（様式第４号）により、変更の認可を申請した者

に通知するものとする。 

３ 市長は、事業の変更の認可をすることができないときは、事業変更の認可ができない旨

の通知書（様式第５号）により、変更の認可を申請した者に通知するものとする。 

 

（事業の軽微な変更） 

第５条 事業の認可を受けた者（以下、「認可事業者」という。）は、省令第３８条の規定

による事業の軽微な変更をしようとするときは、事業の軽微な変更の届出書（様式第６

号）により、市町に届け出なければならない。 

 

（終身建物賃貸借契約書等の作成） 



第６条 終身建物賃貸借契約書は、国土交通省の示した別添様式を参考として作成するも

のとする。 

 

（認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申入れ） 

第７条 法第５８条第１項の規定により、市長の承認を受けようとする者は、終身建物賃

貸借の解約申入承認申請書（様式第７号）に、解約を申し入れる事由を証する書類を添

付して市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、法第５８条第１項の承認をしたときは、終身建物賃貸借の解約申入承認通知書

（様式第８号）により、承認の申請をした者に通知するものとする。 

３ 市長は、終身建物賃貸借の解約の申入れの承認をすることができないときは、終身建物

賃貸借の解約の申入れの承認ができない旨の通知書（様式第９号）により、承認の申請

をした者に通知するものとする。 

 

（地位の承継） 

第８条 法第６７条第２項の規定により認可事業者の地位の承継の届け出をしようとす

る者は、地位の承継の届出書（様式第１０号）に、別表２に掲げる書類を添付して市長

に届け出なければならない。 

２ 法第６７条第３項の規定により認可事業者の地位の承継の承認を受けようとする者は、

地位の承継の承認申請書（様式第１１号）に、別表３に掲げる書類を添付して市長に提

出しなければならない。 

３ 市長は、第６７条第３項の規定により地位の承継を承認したときは、地位の承継の承認

通知書（様式第１２号）により、承認の申請をした者に通知するものとする。 

４ 市長は、地位の承継の承認をすることができないときは、地位の承継の承認ができない

旨の通知書（様式第１３号）により、承認の申請をした者に通知するものとする。 

 

（報告の徴収等） 

第９条 法第６６条の規定による管理の状況に関する報告は、認可住宅の管理状況の報告

について（様式第１４号及び第１５号）によるものとする。 

２ 市長は、法第６８条の規定により改善命令をするときは、改善措置命令書（様式第１６

号）により、認可事業者に通知するものとする。 

 

（事業の認可の取り消し） 

第１０条 市長は、法第６９条第１項の規定により、事業の認可を取り消すときは、事業

認可取消通知書（様式第１７号）により、認可事業者に通知するものとする。 

 

（事業の廃止） 

第１１条 法第７０条第１項の規定により事業を廃止しようとする者は、事業廃止届出書



（様式第１８号）により、市長に届け出なければならない。 

 

（認可の拒否） 

第１２条 市長は、福井市暴力団排除条例（平成２３年福井市条例第２２号。以下「暴排

条例」という。）第６条の規定に基づき、申請者が次の各号のいずれかに該当するもので

あるときは、法第５２条に定める認可をしないものとする。 

一 暴力団（暴排条例第２条第１項第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

二 暴力団員（暴排条例第２条第１項第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

三 役員等（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同

等の責任を有する者をいい、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これら

と同等の責任を有する者をいう。）が暴力団員であるもの 

四 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの 

五 自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているもの 

六 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの 

七 その他暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの 

２ 市長は、法第５２条の認可を受けた事業者が前項各号のいずれかに該当することとな

ったときは、事業の認可を取り消すことができる。 

 

（申請等の手段） 

第１３条 この要領に定める申請、届出及び報告の手段については、電磁的記録又は書面

により行うものとし、書面による場合、提出部数は１部とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。  



別表１ （第２条関係） 

１  

（新築の場合） 

縮尺、方位、間取り、設備の概要を表示した各階平面図（バリアフリー基準への

適合が確認できるもの） 

（既存の場合） 

賃貸住宅の規模および設備の概要を表示した間取り図（手すり設置状況等の記

載があるもの） 

２ 

誓約書 

（整備する場合にあっては、工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわ

たって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括受領しないことを誓

約する書類） 

 

別表２ （第８条第１項関係） 

１  届出者と認可事業者との関係を証する書類及び地位の承継を示す書類 

２ （届出者が法人である場合）登記事項証明書及び定款 

 

別表３ （第８条第２項関係） 

１  
認可住宅の敷地及び建物の所有権その他当該住宅の整備及び管理に必要な権原

を取得したことを証する書類 

２ （申請者が法人である場合）登記事項証明書及び定款 

 


